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入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付福祉団体定期保険
+奥州商工会議所独自の給付制度 (見舞金。祝金制度)

【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】
本共済制度におきましては、事業主ならびにこ加入者の方々の個人情報を次のとおり取扱いますので、こ同意のうえ、お申込みください。

①こ加入者の個人情報 (氏名 J性別・生年月日等)は、こ加入者の同意に基づき、会員事業所 (事業主)から当商工会議所に提供されます。

②当商工会議所は、会員事業所 (事業主)より提供を受けた事業主およびこ加入者の個人情報について、本制度の事務手続、各種サービスの案内・

提供のために使用するとともに、事業主およびこカロ入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している福祉団体定期保険契約を引き受け

るアクサ生命保険株式会社 (以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。

③アクサ生命は、当商工会議所から提供を受けた事業主ならびにこカロ入者の個人情報を各種保険契約の引き受け・継続・維持管理その他保険に関

連・付随する業務のために使用し、また各種商品 サービスの案内・提供、契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商

品 サービスの充実に使用する場合があります。アクサ生命は、当商工会議所をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要な範囲内でこれを提

供します。

④個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当商工会議所およびアクサ生命においてそれぞれ②③に準じ個人情報が取扱われます。

⑤福祉団体定期保険契約の引受保険会社が変更される場合は、事業主およびこ加入者の個人情報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。

【ご意向に沿つた商品内容か必すこ確認ください】
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)ならびに「当バンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険料等が、お客様こ自身のこ意向に沿つた

内容となつているかを必ず醍 認のうえ、お申込みください。

※このパンフレットはお申込みいただいた後も、大切に保管しておいてください。

Jr奥州商工会議所



・主契約 :福祉団体定期保険
。特 約 :入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約

□数

お支払事由
1□ 2 □ 3□ 4 □ 5。□ 6 □

霧
”苗
一̈̈一＝
＝̈
界
一一一一一一一翌

所定の不慮の事故により死亡されたとき

<死亡保険金+災害保険金> 250万円 500万円 750万円 1,000万円 1,250万円 1,500万円

責任開始期(加入日からその日を含めて90日を経過した日の

翌日)以後に診断確定された所定のガン(*1)により

死亡されたとき

<死亡保険金+ガン死亡保険金>
100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円

上記以外の事由により死亡されたとき

<死亡保険金> 50万円 100万円 150万円 200万円 250万円 300万円
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所定の不慮の事故により

所定の高度障害状態(*2)の いずれかになられたとき

<高度障害保険金+災害高度障害保険金>
250万円 500万円 750万円 1,000万円 1,250万円 1,500万角

加入日以後の傷害または疾病により

所定の高度障害状態(*2)のいずれかになられたとき

<高度障害保険金>
50万円 100万円 150万円 200万円 250万円 300万円

彙ヽ:

革饒:

所定の不慮の事故により5日以上入院されたとき

(同一事故による入院は通算60日限度(*3))

<入院給付金>

1日につき

2,000円

1日 につき

4,000円

1日につき

6,000円

1日につき

8,000円

1日につき

10,000円

1日につき

12。000円

※保険期間中にカロ入者 (被保険者)が上記お支払事由に該当されたとき、保険金 給付金をお支払いします。

※災害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金は、保険期間中にカロ入者が加入日以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の

日から起算して180日 以内にお支払事由に該当されたときにお支払いします。

※災害保険金、炎害高度障害保険金は、力0入日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお支払事由に該当されたときもお支払いします。

■1 所定のガン(対象となる悪4生新生物)              ::*2 高度障害状態
・□唇、□腔および咽頭の悪性新生物  ・眼、脳および中枢神経系のその他の部位:: 1両眼の視力を全く永久に失つたもの

消化器の悪性新生物        の悪性新生物           ::2言 語またはそしゃくの機能を全く永久に失つたもの
・呼吸器誌 び胸腔内臓器の悪性新生物・甲状腺およδtの他の内分泌腺の悪性三:3中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・骨および関節軟骨の悪性新生物    新生物
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中皮および軟部組織の悪性新生物 悪性新生物      ):!9i電甜磐六認見錨る?灘是臨裁童鷲饗:奄應秘雹乳房の悪性新生物         リンパ組織、造血組織および関連組織σ
・女性性器の悪性新生物   悪性新生物
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更新前の入院日数を含みます。

保険期帥 年間伴 成η鋼 1月 1日～平成2841明釧 Dで 毎年動 的順 新されます。

1奥州商工会議所会員(特別会員を含む)の役員・事業主 従業員(家族従業員を含む)で平成27年 11月 1日現在年齢が14歳

6ヵ月を超え70歳 6ヵ月までの方で、力0入 (増額)することに同意した方がカロ入できます。
ただし、60歳 6ヵ月を超える方は3□までを限度とします。

2新規カロ入または増額を申込まれる方は、申込日(告知日)現在、正常に就業している方中に限ります。注意喚起情報に記載された

留意事項を必ずお読みのうえ、加入申込書兼告知書または保険金額変更申込書兼告知書にて告知されますようお願いします。

①カロ入(増額)申込日(告知日)から過去1年以内に、下表の病気やけがで、手術を受けたことまたは継続して14日以上の入院

をしたことがありますか。

②力0入 (増額)申込日(告知日)から過去1年以内に、下表の病気やけがで初診から終診までの期間が14日以上にわたる医師
の治療・投薬を受けたことがありますか。
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*申込日(告知日)現在、正常に就業している方とはカロ入 (増額)申込日(告知日)現在、次の状態にある者を除いた方です。
・傷病により公休・休暇などで欠勤している方
・健康上の理由で勤務の特別取扱を受けている方(「勤務の特別取扱」とは、労働時間の短縮、時間外労働の制限、労働負荷の制限など)

3.本制度へのカロ入にあたつては、上記12の要件を満たす事業所単位の有資格者の方全員のご加入が必要となります。

ただし、会員事業所の会社規程等、客観的な基準により、一定の範囲内の方全員のc~t□入とすることも可能です。

4当商工会議所を脱退された場合など加入資格を失われた場合には、加入を継続できませんのですみやかに脱退手続をお取

りください。
5入会申込みと同時 (同日)に本共済制度のお申込みをいただきました場合、万一入会できませんでした際は、本共済制度のご

力0入もできません。



口数

給付内容
1ロ 2ロ 3□ 4□ 5□ 6□

病 気 入 院 見 舞 金
(8日 以上継続入院 保険期間中1回限度)

一律

5,000円

―律

10,000円
一律

15,000円
―律

20,000円
―律

25,000円
一律

30,000円

結    婚     祝
〈カロ入後1年以上の方に限る〉

金 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円

世 誕 生 祝 金
(力0入後1年以上の方に限る)

5,000円 ―律10,000円

成 人 祝 金 (20歳 到 達 者 )

(力0入後1年以上の方に限る〉
5,000円 ―律10,000円

年 祝 金 (25歳 。 42歳 )

(カロ入後1年以上の方に限る〉
―律 5,000円

①奥州商工会議所独自の給付制度は、運営費の一部によつてまかなわれます。

②福祉団体定期保険からの入院給付金の支払に該当した場合は、見舞金は支払の対象となりません。

③裏表紙の「保険金・給付金をお支払いしない場合など」に該当した場合は、商工会議所独自の給付制度も福祉団体定期保険と同様に取扱います。
※詳細は、「見舞金・祝金制度」規約にてこ確認ください。

岩手県商工団体福祉制度連絡協議会独自の給付制度の

給村内容
|口数 ■■|ロ 2■|ロ 311ロ 41111□ 511ロ 6●□

金付給室
ロ傷

―律

10,000円
―律

20,000円
―律

30,000円
―律

40,000円
―律

50,000円
―律

60,000円

災 害 通 院 給 付 金
(5回以上の通院・20回限度)

1回につき

600円
1回につき

1,200円
1回につき

1,800円
1回につき

2,400円
1回につき

3,000円
1回につき

3,600円

災 害 見 舞 金
(傷害給付金または人害通院給付金を請求の場合)

―律7,000円

※岩手県商工団体福祉制度連絡協議会独自の給付は、補助給付金支給細則に基づき支給いたします。なお、災害通院給付金は、1日 につき1回の通院が
限度となり、1日 に複数回通院されても2回日以降は支払の対象とはなりません。

※福祉団体定期保険からの入院給付金の支払に該当した場合は、岩手県商工団体福祉制度連絡協議会の傷害給付金、災害通院給付金、災害見舞金は支
払の対象とはなりません。

※裏表紙の「保険金給付金をお支払いしない場合など」に該当した場合は、岩手県商工団体福祉制度連絡協議会独自の給付制度も福祉団体定期保険と同様に取扱います。

※岩手県商工団体福祉制度連絡協議会は岩手県下の商工会議所および商工会が実施している会員事業所のための共済制度の普及推進を図り、もつて地域商エ
業に従事するものの福祉向上に寄与することを目的として、共済制度を実施する商工団体で組織される会であり、当商工会議所はこの協議会の会員です。

ア|夕|サ|●|1付 1帯 |‐サ|■|ビ|ス11    アクサ生命の加入者向けサービス

このサービスは「生命共済・奥州」こカロ入のみなさまとそのこ家族でこ利用いただけます。

サービスのこ利用方法などの詳細は、アクサ生命ホームページ(httpプ/www.axa.cojp/)を こ覧ください。

へ製壼f墨聾在壁生月ムか 努癬 譲翠経:よ詔腎評歌燿機訴芳糞菫L;からその日を含めて90日を経過|した日の翌日から責任開始となります。
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覆危襲34た月の翌月末日をもつて脱退となり、以降の保障はなくなります。

カロ入 (増額)の場合は、所定の加入申込書兼告知書(保険金額変更申込書兼告知書)により、当商工会議所にお申込みください。

カロ入者がこの制度から脱退される場合は、当商工会議所にご連絡ください。

なお、脱退されてもそれに伴う払戻金などはありません。

カロ入者に対しては、「福祉団体定期保険加入者 (被保険者)票」を発行します。

1保険期間中に加入者 (被保険者)がお支払事由に該当されたとき、保険金・給付金などをお支払いします。所定の書類により請

求手続をおこなつてください。なお、保険金・給付金などのお支払事由に該当された場合だけでなく、保険金・給付金などのお支

払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかに当商工会議所にご連絡ください。

2保険金・給付金の受取人は、力0入申込書兼告知書の「保険金・給付金受取人指定」欄からカロ入者 (被保険者)の同意を得て指

定していただいた方とします。保険期間中に力D入者が死亡された場合は、遺族の了知を得て請求手続をおこなつてください。ま

た、所定の高度障害状態になられたとき、不慮の事故で入院されたときは、加入者の了知を得てご請求ください。死亡保険金

または高度障害保険金をお支払いした場合、死亡または所定の高度障害状態になられたときに福祉団体定期保険は消滅した

ものとして取扱います。この場合、生命共済奥州からは脱退となるため、脱退後にお支払事由に該当されてもその他の保険金

給付金および商工会議所独自の給付のお支払いはありません。
3見舞金・祝金の受取人は掛金負担者 (会員事業所)です。当商工会議所に備え付けの書類により請求手続をおこなつてくだ

さい。

保
受

険
取

へ夏L…朧産圭口_壼L》  福祉団体定期保険部分について、4年ごとに収支計算をおこない剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。



紬 鋼 ま保険料の まか、運営費が含まれています。
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1‐5歳:～60歳
男性 900円 19800円 2,700円 3,600円 4,500円 5,400円

女性 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円 5,400円

61歳～65歳
男性 1,169円 2,337円 3,506円

女性 899円 1,798円 2,697円

66.歳
～

70‐歳
男性 1,473円 2,946円 4,419円

女性 1,017円 2,033円 3,050円

*掛金は、加入または更新される年の 11月 1日 における加入者の年齢に応じて決まり、加入時または更新時から適用されます。
*保険年齢とは、加入または更新される年の 11月 1日 における加入者の年齢のことをいいます。(年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は、6ヵ月を超えるも

のについては切上げて1年とし、6ヵ月以下のものは切捨てます。)

*掛金は、福祉団体定期保険の保険料率計算の結果、変更となる場合があります。

法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金
に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象
にもなりません。(法基通93-5)(所基通3631の 2)

個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必
要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対
象にもなりません。(直審38)(所基通3631の 2)

記載の税務についてのお取扱いは平成27年 7月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合が

あります。また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずこ確認ください。

亀 鯉 血 霊 重 厳 搬 霊 麟 鸞 濾 譲レ
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創 日ま保険金などをお支払いできない場

●詐欺行為による加入 更新があつた場合に、その加入者 (被保険者)の加入 更新が取消しとなつた場合

●保険金などの不法取得目的による加入 更新があつた場合に、その加入者の加入 更新が無効となつた場合

●契約者・加入者 保険金受取人が、保険金などを詐取する目的で事故招致 (未遂を含みます。)をしたときや、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する

と認められたときなど、重大事由によりこ契約の全部またはその加入者の部分が解除された場合

●死亡保険金・高度障害保険金について

①加入者が加入日から1年以内に自殺したとき

②契約者 保険金受取人の故意によるとき
③契約者または加入者の故意または重大な過失により、事実を告げな

かったときまたは不実のことを告げたとき

④戦争その他の変乱によるとき
⑤加入者の故意により高度障害状態になられたとき

●災害保険金。災害高度障害保険金・入院給付金について

①契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき

②受取人の故意または重大な過失によるとき

③加入者の犯罪行為によるとき

④加入者の精神障害を原因とする事故によるとき
⑤加入者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑥加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じ
た事故によるとき

⑦加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をし
ている間に生じた事故によるとき

③地震、噴火、または津波によるとき
⑨戦争その他の変乱によるとき

●ガン死亡保険金について
①契約者または加入者の故意または重大な過失により、事実を告げな

かつたときまたは不実のことを告げたとき

(注 )増額された場合の増額部分については上記の助日入」とあるところを「増額」と読み替えてください。

加入者(被保険者)のみなさまヘ

福祉団体定期保険は契約者…奥州商工会議所、被保険者…当商工会議所の会員の役員・事業主・従業員、保険料負担者 1・ 当商工会議所の会員とした保険

翻更     襲漿勇奎撮喬饉 及蒲襲闘1惑驀越C劣蘭願騒劣勤製器&E
確認ください。                  |

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、こ加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。

なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥つた場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図ら

れることがありますが、この場合にも、こ加入時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契

約者保護機構までお問合せください。 生命保険契約者保護機構 httpノ /www seihohogojp/ 丁EL 03-3286-2820

■このパンフレットは平成27年 7月 時点の制度内容に基づき記載しております。制度内容は将来変更されることがあります。

[お問合せ先]

thl‖‖|口
b罫

ll       
東町4番地

江刺支同斤 TEL 0197‐ 35-2514

胆沢支所  TEL 019746‐3131

衣り 肢月斤 TEL 0197‐ 52‐3518

[福祉団体定期保険引受保険会社 ]

Z″ 姓 命保険株式会社

roddnlng/standards
〒1088020東京都港区白金1-17-3

TEL 03‐ 6737-7777(ftラ長)

アクサ生命保険株式会社 奥州営業所
〒023‐0818 奥州市水沢区東町4水沢商工会館4F
TEL 0197‐ 24‐9193

AXA A■■503■456/469



【ご意向に沿つた商品内容か必ずご確認ください】
本書面および「バンフレット」に記載の保障内容・保険金額
いるかを必ずご確認のうえ、お申込みください。

・保険料などがお客様ご自身のこ意向に沿つた内容となつて

この【重要事項説明書】は、商工会議所 。商工会生命共済制度の生命保険部分のうち、契約内容について特にご確認いた

だきたい事項<契約概要>と、お申込みに際して特にこ注意いただきたい事項<注意喚起情報>を記載しています。お

申込み前に必ずお読みいただき、内容をこ確認 。こ理解いただきますようお願いいたします。「保険金などをお支払いで

きない場合について」などお客様にとつて不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また、既契約の解

約などを前提とした新たなお申込みをされる場合、お客様に不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願い

いたします。具体的な制度内容についてはあわせてバンフレットをご覧いただき、こ不明な点などは所属商工会議所 。

商工会またはバンフレット記載の保険会社営業店に照会してください。

※各商工会議所・商工会の制度内容により保険金額の設定や付加される特約、保険料のお取扱い、満了年齢などが異なります。

詳細は必ずバンフレットをこ確認ください。

■商品の名称   福祉団体定期保険

■商品の仕組み  商工会議所 。商工会会員事業所の事業主・役員・従業員の死亡などの保障を確保するために団体 (商工会議所・商

工会)を契約者として運営する団体保険商品です。

【仕組み図 例】 特約

…
加入        更新         更新

1 保険期間1年  〉1 保険期間1年  〉1 保険期間1年  〉

保険期間はこ契約 (商工会議所・商工会)ことに取り決めた更新日から1年間です。保険期間の満了の際に更新しない

旨のお申出がない場合には、自動更新となりこ契約(商工会議所・商工会)ことに取り決めた更新限度の年齢まで更新

されます。

死亡保険金…………保険期間中に力日入者 (被保険者。以下同じ。)が死亡されたとき。

高度障害保険金…保険期間中に力日入者が加入(増額)日以後の傷害または疾病により、所定の高度障害状態に該当さ

ねたとき。
※高度障害保険金が支払われた場合にはそのカロ入者についての保障は消滅し、その後の保険金などのお支払いはい

たしません。

カロ入資格はこ契約 (商工会議所・商工会)ことに取り決めています。詳細はバンフレットを参照してください。

※退職・退会などにより加入資格を喪失した場合は、制度から脱退していただきます。

保険料は毎年の更新時に加入者の年齢構成・カロ入状況によつてこ契約(商工会議所・商工会)こ とに算出します。

お払込方法・経路などもこ契約(商工会議所・商工会)こ とに取り決めていますので、詳細はバンフレットを参照し

てください。

この商品は毎年の更新後にこ契約 (商工会議所 。商工会)ことに前保険期間の収支計算を行い、剰余金が生じた場合

は契約者に契約者配当金をお支払いします。

この商品にはカロ入者の中途脱退による払戻金はありません。

満了

1 保険期間1年  〉

■保険期間

■主な保険金など

の支払事由

■カロ入資格

■保険料について

■配当金について

■払戻金など

【引受保険会社について】
この保険契約の引受保険会社はバンフレットに記載してあります。詳細はパンフレットをこ覧ください。

【当制度に関するお手続き。相談。苦情窓口について】
当制度に関するお手続きやこ相談は、団体(商工会議所・商工会)へお問合わせいただくか、バンフレット記載の保険会社営業店へこ

連絡ください。

当制度に関する苦情は、団体 (商工会議所 。商工会)・ 保険会社営業店もしくはアクサ生命お客様相談グループ(TttL:0120‐030‐775
受付時間 :9:00～ 17:00 土。日・祝日、年末年始のアクサ生命体業日を除く)へご連絡ください。

【指定紛争解決機関について】
この商品にかかる指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。

(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書 (電子メール・FA刈ま不可)。 来訪により生命保険に関するさまざまな

相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

(ホームページアドレス:http://Www.seiho orip/)

なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1カ 月を経過しても、

契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査

会を設け、契約者などの正当な利益の保護を図つております。



く注意喚起情報>
■お申込みの撤回 (クーリング 。オフ制度)について

この商品は団体 (商工会議所。商工会)を契約者とする団体保険契約であり、加入者となる方の加入申し込みにはクーリング オフの適用
はありません。

■告知について
1 告知は、こ契約をお引き受けするかどうかを決める重要な事項です。告知していただく内容が事実と違つていた場合には、こ契約が

解除されたり、保険金などの支払いを受けられないことがあります。
※告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。(告知義務
違反による解除の対象となる 1年経過後にもこ契約の取消しとなることがあります。)

2 アクサ生命の取扱者へ口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことになりません。必ず加入者こ自身が「告知事項」を確
認のうえ、お申込みください。(生命保険会社職員、代理店、商工会議所 商工会の役職員には告知受領権はありません。)

3 アクサ生命の社員またはアクサ生命で委託した確認担当者が、保険金などのこ請求の際、こ契約のお申込内容または治療の経過 内
容、障害の状況、事故の状況などについて事実確認させていただく場合があります。

●新規カロ入または増額を申し込まれる方は、申込日(告知日)現在、正常に就業している方に限ります。

次の留意事項を必ずお読みのうえ、カロ入(保険金額変更)申込書兼告知書にて告知さねますようお願いします。

過 去 1年
以 内の 健
康状態

告知事項
①カロ入(増額)申込日(告知日)から過去1年以内に、別表の病気やけがで、手術を受けたことまたは継続して14日以

上の入院をしたことがありますか。

留意事項
●手術とは、切開術に限らずt内視鏡 (ファイバースコープ)カテーテル レーザー光線 超音波 温熱療法 放射線療法
体外衝撃波療法なども該当します。また、日帰り手術も上欄の告知事項に該当します。

●「継続して14日以上の入院」とは、転医、転科を含めて1日も途切れず連続して14日以上入院された場合をいいます。

告知事項 ②カロ入(増額)申込日(告知日)から過去1年以内に、別表の病気やけがで初診から終診までの期間が14日以上にわた
る医師の治療・投薬を受けたことがありますか。

留意事項
●「14日以上にわたる」とは、合併症 続発症を含む一連の傷病で、転医、転科を含めて初診から終診までの医
師による治療 .投薬を受けていた期間をいいます。(実際の診療日数ではありません。)

●「治療」には診察、検査および食事療法 運動療法も含みます。

別表 心臓病 (心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症 狭心症)、 高血圧症、脳卒中(脳出血 脳こうそく・くも膜下出血)、 精神病、てん
かん、ぜんそく、肺気腫、肺結核、胃かいよう、十二指腸かいよう、すい臓炎、肝臓病 (肝炎 肝硬変)、 腎臓病 (腎炎・ネフローゼ・腎不全)、

緑内障、がん、自血病、上皮内新生物、糖尿病、リウマチ、頭部外傷

■保険金などをお支払いできない場合について

次のような場合には保険金などをお支払いできない場合がありますので特にこ注意ください。
1.免責事由に該当する場合
・効力発生日から 1年以内の加入者の自殺
・契約者・加入者・保険金受取人の故意によるとき

戦争その他の変乱によるとき
2.効力発生日前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
3.告知義務違反の場合
契約者または加入者から告知していただいた内容が事実と相違し、こ契約の全部またはその加入者の部分が告知義務違反により解除された場合

4.詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
契約者または加入者による詐欺の行為によりこ契約の全部またはその加入者の部分が取消しになつた場合や、保険金などの不法取得目

的があつてこ契約の全部またはその加入者の部分が無効とされた場合
5.重大事由による解除の場合
契約者、加入者または保険金受取人が、保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に

該当すると認められたときなど重大事由によりこ契約の全部またはその211入者の部分が解除さねた場合

■責任開始期 (効力発生日)について

加入申込日(告知日)と責任開始期 (効力発生日)についてはこ契約(商工会議所 商工会)ことに取り決めてしヽます。詳細はパンフレットにて確認

してください。なお、初回保険料のお払込みがなかつた場合は申込取消となり、効力が発生しない場合がありますのでこ注意ください。

生命保険会社職員、代理店、商工会議所 商工会の役職員には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権がありません。

■ご契約の更新ができない場合について

更新日現在の加入者数、tll入率および保険金 給付金の支払状況が所定の基準に満たない場合、こ契約の更新はできません。

■保険料のお払込みについて

各商工会議所 。商工会が定めた方法により保険料をお払込みいただきます。保険料のお払込みがなかつた場合、最後に払込まれた保険料の応

当月末をもって脱退扱となり以降の保障が旅 なる場合があります。詳細はパンフレットにて確認してください。

■払戻金など
この商品には加入者の中途脱退による払戻金はありません。

■保険金などのお支払いについて
お客様からのこ請求に応じて、保険金などのお支払いを行う必要がありますので、保険金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金な

どのお支払いの可能性があると思われる場合や、こ不明な点が生じた場合などについても、すみやかに商工会議所 。商工会またはパンフレット

記載の保険会社営業店にこ連絡ください。
お支払事由、こ請求手続き、保険金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「バンフレット」、アクサ生命ホームペー

ジ(httpi〃 www axa coip/)に も記載しておりますので、あわせてこ確認くださしヽ。

保険金などのお支払事由が生じた場合、こ契約内容によつては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、こ不明な点が

ある場合などにはすみやかに商工会議所 商工会またはパンフレット記載の保険会社営業店にこ連絡ください。

【引受保険会社の信用リスク・生命保険契約者保護機構について】
保険会社の業務または財産の状況の変化により、こ加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。

引受保険会社は、生命保険契約者保護機構にカロ入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥つた場合、生

命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、こ加入時の保険金額、年金額、給付金額など

が削減されることがあります。保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

生命保険契約者保護機構 TEL 03‐3286-2820 「月曜日～金曜日 (祝日・年末年始を除く)午前9時～正午、午後 1時～午後5時」
ホームページア ドレス http://www seihohogo.lp/

Zア クサ生命保険株式会社

redttning/Standards
〒108‐8020東京都港区白金 117‐3

TEL 03-6737-7777(十t表 )
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